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令和７年 12 月青森県東方沖地震災害義援金 

受付開始について  
 

令和 7 年 12 月 8 日の青森県東方沖地震により、青森県共同募金会が被災者支援を目的とし

た義援金の募集を開始しました。 

これに伴い、佐賀県共同募金会（会長：陣内 芳博）においても同義援金の受付を行います。 

本会および市町支会（市町社会福祉協議会）で受け付けた義援金は、全額を青森県共同募金会

へ送金いたします。被災された方々への温かいご支援をお願いいたします。 

 

記 

 

1．義援金名称  令和７年 12月青森県東方沖地震災害義援金 

    

 2．受付期間   令和 7年 12月 25 日（木）から令和 8年 1月 30 日（金）まで 

                 （被災状況に応じて期間を延長する場合があります） 

 

3．義援金の受付方法について 

（1）直接、義援金を持参される場合 

佐賀県共同募金会事務局のほか、市町支会（市町社会福祉協議会）20 か所で 

受け付けます。 

 

（2）金融機関で送金される場合 

    下記の指定口座に送金してください。 

  〇本会（佐賀県共同募金会）義援金受入口座による受け入れ   

 

 

 

 

    

佐賀銀行の本店・支店すべての窓口に設置される専用振込票を使用し、佐賀銀行窓口から 

送金する場合は手数料が無料になります。 

 

（裏面につづく） 

 

金融機関 支店名 口座番号 加入者・名義 

佐賀銀行 県庁支店 （普）3066603 社会
シャカイ

福祉
フ ク シ

法人
ホウジン

 佐賀県
サ ガ ケ ン

共 同
キョウドウ

募金会
ボ キ ン カ イ

 

令和 7 年 12 月 26 日 
社会福祉法人佐賀県共同募金会 担当 馬場 
佐賀市天神一丁目 4 番 15 号 TEL 0952－23－4996 
E-mail  akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp 

mailto:akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp


  〇直接青森県共同募金会へ送金を希望の場合   

  【指定口座による受け入れ】    

※1 青森みちのく銀行各支店の窓口からの送金手数料は無料となります。 

※2 ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの送金手数料は無料扱いになります。 

※3 上記以外の金融機関からの振込や、ＡＴＭ、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は 

有料です。 

 

 4．現金書留による義援金の送付 
  （宛先）〒030-0822 青森県青森市中央３丁目 20-30 県民福祉プラザ４階 

社会福祉法人 青森県共同募金会 

※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除となります。 

  

 5．義援金の配分について 

   本会に寄せられた義援金は、全額青森県共同募金会へ送金し、青森県が設置する義援金配

分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通じて、被災者の皆様へ配分される

予定です。 

 

 6．義援金の税制上の優遇措置について 

・この義援金は、税制上の優遇措置を受けることができます。 

・青森県共同募金会の指定口座へお振込みいただいた場合は、金融機関で受け取る振込金 

受領証等と別添募集要綱を添えて税務署へご提出いただけると寄附金控除申請の際に 

ご利用いただけます。 

＊別添募集要綱については、青森県共同募金会 HP   

（https://akaihane-aomori.or.jp/2025/12/24/11127）からも取得できます。 

・佐賀県共同募金会受入口座にお振込みいただき、税制上の優遇措置の領収書を希望される

場合、青森県共同募金会で発行する領収書が必要となりますので、本会または市町支会 

（社会福祉協議会）までご相談ください。 

［該当する税制優遇措置］ 

・所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に規定する「国又は地

方公共団体に対する寄附金」に該当 

・地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号に規定する「都道府

県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

青森みちのく銀行 新町支店 617994 

社会福祉法人青森県共同募金会 

災害たすけあい口 

（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｱｵﾓﾘｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷ

ﾝｶｲｻｲｶﾞｲﾀｽｹｱｲｸﾞﾁ） 

ゆうちょ銀行 00110-0-421840 

青森県共募令和７年 12 月青森

県東方沖地震災害義援金 

(ｱｵﾓﾘｹﾝｷｮｳﾎﾞﾚｲﾜｼﾁﾈﾝｼﾞｭｳﾆｶﾞﾂｱｵ

ﾓﾘｹﾝﾄｳﾎｳｵｷｼﾞｼﾝｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ) 

https://akaihane-aomori.or.jp/2025/12/24/11127


6．その他 

・災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。 

 

（問い合わせ先）社会福祉法人佐賀県共同募金会 

〒840-0815 佐賀市天神一丁目 4 番 15 号 / TEL 0952-23-4996 


